
 

 

  
 
 

「しまエコスポット」で、もっと快適に！ 

～いつでも利用できるようになりました～ 

 

近年、季節に関わらず厳しい暑さや寒さが続く中、今年の夏も猛暑が予想されています。

この状況を受け、島根県では、気軽に涼をとることができる「しまエコスポット」の運用

を開始しました。「しまエコスポット」は、県内で 3７か所が設定され、県民の皆さまに

広く利用されています。 

 ※施設により運用期間は異なりますのでご確認ください。 

「しまエコスポット」設定施設の詳細はこちら ⇒ 

 

 

■しまエコスポット 

「しまエコスポット」は、県民の皆さまが気軽に集まって涼（暖）をとることができる場所を提供

することで、クールシェア・ウォームシェアを推進し、家庭の省エネにつなげる地球温暖化対策の一

つです。島根県では、県内の公共施設や商業施設などを「しまエコスポット」として設定しています。 

（参考）これまでの運用期間 

クールシェア：7月 1日～9月 30日  ウォームシェア：12月1日～2月末日 

 

■クールシェア・ウォームシェア 

一人一人がエアコンを使うのではなく、家族で一つの部屋に集まったり、家のエアコンを止めて街

に出かけたりすることで、家庭の電気使用量を削減する地球温暖化防止の取組をクールシェア・ウォ

ームシェアといいます。 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画（第２期） 

Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

 ２ 生活環境の保全 

(２)環境の保全と活用(P.94) 

島根県環境生活部環境政策課   

担当者名 石富、浅野 

TEL    0852-22-6743               

Email  kankyo@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和７年５月２日（金） 
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